
 

「歴史的緊急事態」について 
 

○行政文書の管理における「歴史的緊急事態」について（令和２年３月 10日閣議了

解） 

 

今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態は、行政文書の管理に関するガイド

ライン（平成 23年４月１日内閣総理大臣決定）に規定する「歴史的緊急事態」に該

当するものとする。 

 

 

○行政文書の管理における「歴史的緊急事態」の決定について（令和２年３月 10日

内閣府特命担当大臣（公文書管理担当）） 

 

今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態については、「行政文書の管理におけ

る「歴史的緊急事態」について」（令和２年３月 10 日閣議了解）に基づき、行政文

書の管理に関するガイドライン（平成 23年４月１日内閣総理大臣決定）に規定する

「歴史的緊急事態」に該当するものとする。 

 
 

【参考】行政文書の管理に関するガイドライン（抜粋） 

第３ 作成 

≪留意事項≫ 

＜歴史的緊急事態に対応する会議等における記録の作成の確保＞ 

○ 国家・社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であって、社会的な影響が大きく

政府全体として対応し、その教訓が将来に生かされるようなもののうち、国民の生命、身体、財

産に大規模かつ重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急事態（以下「歴史的緊急事態」

という。）に政府全体として対応する会議その他の会合（第３及び第８の留意事項において「会議

等」という。）については、将来の教訓として極めて重要であり、以下のとおり、会議等の性格に

応じて記録を作成するものとする。 

  なお、個別の事態が歴史的緊急事態に該当するか否かについては、公文書管理を担当する大臣

が閣議等の場で了解を得て判断する。 

① 政策の決定又は了解を行う会議等 

国民の生命、身体、財産に大規模かつ重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急事態

に政府全体として対応するため、政策の決定又は了解を行う会議等 

（作成すべき記録） 

開催日時、開催場所、出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録、決定又は

了解を記録した文書、配布資料 等 

② 政策の決定又は了解を行わない会議等 

国民の生命、身体、財産に大規模かつ重大な被害が生じ、又は生じるおそれが ある緊急事

態に関する各行政機関の対応を円滑に行うため、政府全体として情報交換を行う会議等であり、

政策の決定又は了解を行わないもの 

  （作成すべき記録） 

   活動期間、活動場所、チームの構成員、その時々の活動の進捗状況や確認事項（共有された

確認事項、確認事項に対して構成員等が具体的に採った対応等）を記載した文書、配布資料 等 

令和２年３月10日（火） 

内閣府大臣官房公文書管理課 


